
町道上長万部線は長万部町発注による橋梁補修工事に伴い、下記期間の通行止めを予定しています。
期間中は長万部岳登山口へ行くことが出来なくなります。
ご迷惑おかけいたしますがご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

規 制 場 所：町道上長万部線（長万部町字大峯）
工   事   名：カマツオナイ橋修繕工事
通行止め期間：令和７年５月１日（木）より８月２９日（金）まで
発 注 機 関：長万部町役場建設課（連絡先：０１３７７－２－２４５６）
施 工 会 社：株式会社 藤田組（連絡先：０１３７７－２－３９４９）

※通行止め期間は工事の進捗状況により変更となる場合がございます。
　今後も町広報にてお知らせしますのでご確認ください。

道路通行止めのおしらせ道路通行止めのおしらせ

介護保険料等の支払い介護保険料等の支払い 令和７年 国勢調査実施令和７年 国勢調査実施

国勢調査は、日本国内に住むすべての方を対象とした５
年に１度の調査で、令和７年９月～10月頃にかけて実施さ
れます。国や地方公共団体が正確な統計に基づいて公正で
効率的な行政を行うためには、日本に住むすべての人・世
帯に漏れなく、正確な回答をしていただく必要があります。
令和７年国勢調査へのご協力、ご支援をお願いします。

国勢調査の調査員を募集します
長万部町では国勢調査を実施するにあたり、町内の各調

査区（１調査区おおむね50世帯程度）を担当していただき
ます調査員を募集します。経験などは問いませんので、ご
興味のある方、詳細を確認したい方はぜひご連絡ください。
◎調査員の要件
・町内居住の18歳以上の方
・責任をもって調査事務を遂行できる方
・職務上知りえた秘密の保護を遵守できる方
・税務・警察・選挙活動に直接関係のない方
・�暴力団でない方および、暴力団員または暴力団と密接
な関係を有していない方

◎調査員の身分
総務大臣に任命される非常勤の国家公務員となります。

◎調査員の業務期間
令和７年８月下旬～10月下旬（予定）

◎調査員報酬
若干ではありますが報酬が支給されます。（調査区、調
査人数により支給額は異なります）

◎調査スケジュール
８月下旬～９月上旬　調査員説明会への出席、調査方法の確認
９月中旬～９月下旬　調査区確認、調査票配布
10月上旬～10月下旬　調査票の回収・審査・提出
※若干時期が前後する場合もあります。

【お問い合わせ・お申込み方法】
まちづくり推進課で、申込書を用意しております。
※申し込み期限は令和７年５月31日までとなります。　
　（☎２－２４５０）

◉�特別徴収（原則として年金が年額18万円以
上ある方）
４月から翌年２月まで、６回の年金で特別

徴収（年金差引）されます。原則として２月
の特別徴収額と同額が４・６・８月の年金か
ら仮徴収され、本算定後、10・12・２月の年
金から本徴収されます。（特別徴収の方法に
ついては、国保税、道町民税、後期高齢者医
療保険料も原則同様となっております。）
令和７年度中に65歳になったり、転入され

るなど新たに第１号被保険者となり、年金か
ら特別徴収が開始される方については、個別
に通知します。また、保険料を平準化するた
め、６・８月の特別徴収額を変更する場合に
ついても、同様に通知します。
年金から自動的に差し引きされますので、

特別な手続や直接保険料を支払う必要はあり
ません。
◉普通徴収（特別徴収以外の方）
７月上旬に納付書が送付されます。
本町の普通徴収の納期は、第１期（７月

末）～第９期（翌年３月末）までの９期に分
けており、各期ごとの納期限までに、役場出
納室、郵便局または指定金融機関等（北洋銀
行・北海道信金・農協・漁協）で直接保険料
を支払うことになります。
なお、郵便局・北洋銀行・北海道信金・農

協・漁協の金融機関で、口座振替をすること
ができます。便利で簡単な口座振替をぜひご
利用ください。

【お問い合わせ先】
税　：税 務 課（☎２－２４５２）
後期：町 民 課（☎２－２４５３）
介護：保健福祉課（☎２－２４５４）
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